
とっても
カンタン！

医療機関等を受診の際は

マイナンバーカード
をご利用ください

(令和６年11月時点：黒潮町国保係)⚠ご注意ください！

今年12月2日から現行の保険証は

発行されなくなります
※現在お手元にある国保・後期高齢保険証は、記載のある有効

期限（最長令和７年7月31日）までは利用できます。

続けて、高額療養費についても確
認してください。



マイナンバーカードを使うメリット

① より良い医療を受けることができる

② 救急現場でも使える

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の
状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を
超える支払が免除されます。

12月２日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを
保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前
に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、
医療を受けることができます。

！ マイナンバーカードを保険証として利用するための

登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。

■申請方法は選択可能です

① オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

② 郵便による申請

③ まちなかの

証明写真機からの申請

マイナンバーカードを申請

■利用登録の方法

① 医療機関・薬局の受付

（カードリーダー）で行う

② 「マイナポータル」から行う

③ セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードを
保険証として登録

今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報をみられるようにな
るため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
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１２月２日以降、有効な保険証が手元にない

場合にどのようにかわる？

マイナンバーカードを持っている？

「マイナ保険証」で受診できます。※

「マイナ保険証」＋「資格情報のお知らせ」で受診。

「資格情報のお知らせ」は各保険者から交付されま

す。

※マイナ保険証の利用に支援が必要な場合は、保険

者に申請いただくと「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」が交付されます。

保険証の利用登録を行えば、マイ

ナ保険証が利用できます。

いいえ

いいえ

はい

はい

カードリーダーがない

医療機関の場合
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①本年12月１日の時点でお手元にある有効な保険証は、
12月２日以降も有効期限までは利用できます。
国保・後期の保険証は、最長令和7年7月31日まで有
効。

※住所変更などで加入している保険証が変更になる場
合は使えなくなります。

➁マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請す
ると「資格確認書」が交付されます。

③マイナ保険証を保有している方でも、マイナ保険証

を利用する際に支援が必要な要配慮者の方などについ

ては、保険者に申請することで「資格確認書」が交付

されます。※

④暗証番号の設定や管理に不安があるかたでも安心し

てカードが利用できるように、「暗証番号が不要なマ

イナンバーカード」が申請できるようになりました。

※後期高齢者医療保険の方については、マイナ保険証

を保有している方でも、申請なしで、令和７年７月末

までは「資格確認書」が交付されます。

※ご不明な点などありましたら、下記へお問い合わせくださ

い。

【問い合わせ先】 黒潮町役場住民課国保係

電話0880-43-2800


